
次のとおり一般競争入札に付します。 

 

平成２４年５月１７日  

                                   高浜市長   吉 岡 初 浩   

 

記 

 

１ 入札に付する事項 

（１） 公 表 番 号  ２４高財入第８号 

(２) 物 品 名  情報系庁内ＬＡＮノートパソコン購入 

(３) 路線等の名称  高浜市役所 

(４) 納 入 場 所  高浜市青木町四丁目１番地２ 

(５) 納    期    平成２４年７月１８日まで 

(６) 物 品 概 要   ノート型パソコン（ディスプレイ１５．６型以上） 

 ２５０台（同一機種） 

(７) 入札の執行方法等 

ア 入札は、高浜市契約規則（昭和５１年高浜市規則第１号。以下「契

約規則」という。）及び高浜市公共工事関係入札者に関する要綱（平

成９年５月２０日施行。以下「入札者に関する要綱」という。）に定

めるところにより行う。 

イ 契約に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって契約金額と

するので、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

ウ 入札の回数は、再度入札を含め３回とする。 

エ 本件の入札方式は電子入札（あいち電子調達共同システム（物品）

（以下「電子入札システム」という。））により執行する。 

  オ 入札機種規格表（ 実 印 の 押 印 あ る も の の 写 し ）の提出を求める。

（入札時に電子システムに添付すること。） 

 (８) その他 

    落札決定については、機種規格の確認をする。 

 

２ 入札参加資格に関する事項 

入札に参加できる者は、本市が発注する建設工事に係る競争入札参加

資格審査を受けている者のうち、次に掲げる要件を満たすものとする。 

(１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当する者でないこと。 



(２) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出の日から入札日までの間に

高浜市工事等請負契約に係る入札参加停止取扱要綱（平成１８年４月

１日施行）に基づく入札参加停止の措置又はこれに準ずる措置を受け

ていない者であること。 

(３) 平成２４・２５年度高浜市競争入札参加有資格者名簿（物品）の中

分類の電算機器、小分類のパソコンに登録に登録されており、愛知

県内に本市との契約営業所を有すること。 

 (４) 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年第

８７号）第１０７条の規定により、なお従前の例によることとされる会

社の整理に関する事件に係る同法施行による改正前の商法(明治３２年

法律第４８号)第３８１条の規定による会社の整理の開始を命じられて

いる者でないこと。 

 (５) 民事再生法(平成１１年法律第２２５号)第２１条の規定による再生

手続の申立てをなされている者でないこと。 

 (６) 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第１７条の規定による更生

手続開始の申立てをなされている者でないこと。 

（７）この公告の日から開札の日までの期間において、「高浜市が行う事務

及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成２４年４月１日施

行）（以下「合意書」という。）に基づく排除措置を受けていないこと。 

３ 入札参加資格の確認に関する事項 

(１)  入札に参加を希望する者は、一般競争参加資格確認申請書（電子申

請上の書式に一般競争入札参加資格確認資料（以下「資格確認申請書

等」という。）を添付）を電子により申請し、一般競争入札参加資格の

確認を受けなければならない。この場合において、期限までに資格確

認申請書を提出しない者及び入札参加資格がないと認められた者は、

入札に参加することができない。 

ア 資格確認申請書等の提出期間 

平成２４年５月１７日（木）午後０時から平成２４年５月２４

日（木）午後４時３０分まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。） 

イ その他 

提出書類の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 

(２) 一般競争入札参加資格の確認は、資格確認申請書等の提出期限の日

をもって行い、その結果は、平成２４年５月２９日（火）までに通知

する。 

(３) 一般競争入札参加資格確認資料は、次のとおりとする。 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書（ 実 印 の 押 印 あ る も の の 写 し ） 

イ 営業所の営業業種一覧表（写し） 

４ 契約条項等を示す場所 

(１) 設計図書等の閲覧 



ア 設計書、図面及び仕様書（以下「設計図書等」という。）は、閲覧

場所において閲覧に供する。 

イ 閲覧場所 

高浜市青木町四丁目１番地２ 

高浜市役所総務部財務グループ（３階） 

電話 ０５６６－５２－１１１１(代) 内線３２２ 

ウ 閲覧期間 

            平成２４年５月１７日（木）から平成２４年５月２４日（木）

までの午前９時から午後５時までの間(日曜日、土曜日及び祝日を

除く。） 

(２) 設計図書等に対する質問及び回答 

入札参加資格の確認を受けた者で設計図書等について質問がある

ときは、電子システムにより質問をすることができる。なお、質問

に対する回答は、電子システムで行う。 

ア 質問書の提出期限 平成２４年５月２４日（木）午後４時３０分まで  

イ 回 答 日 時 平成２４年５月２９日（火） 

ウ 質 問 書 の 提 出 先  上記(１)イに同じ。 

          及 び 回 答 場 所     

５ 入札書の受付期間、開札日時及び場所 

(１) 受付期間（電子） 

          平成２４年６月４日（月）午前８時３０分～  

     平成２４年６月５日（火）午後４時３０分  

(２）開札日時 

    平成２４年６月６日（水）午前９時４５分 

(３) 場 所 

          高浜市役所４階  第４会議室 

６ その他 

(１) 入札保証金 

ア 入札に参加しようとする者は、契約規則及び入札者に関する要綱

の定めるところにより、入札日の前日までに入札保証金を納付し、

又は入札保証金の納付に変わる担保を提供しなければならない。た

だし、契約規則及び入札者に関する要綱の規定により、入札保証金

の全部又は一部の納付を免除されたときは、この限りでない。 

イ 入札保証金は、入札終了後還付する。ただし、落札者がその責に

帰すべき理由により契約を締結しないときは、当該落札者の入札保

証金は還付しない。 

ウ 落札者の入札保証金は、落札者から申出があったときは、当該入

札保証金を契約保証金に充当することができる。 

(２) 入札の無効 



入札参加者の資格を有しない者がした入札その他契約規則第１２

条及び入札参加者に関する要綱第１４条に該当する入札は、無効と

する。 

(３) 落札者の決定 

機種規格確認のうえ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも

って入札した者を落札者とする。 

(４) 契約書作成の要否 

          要  

(５) 契約保証金 

必要(高浜市契約規則第３２条に該当する場合は不要)  

(６) 暴力団排除に関する事項として次のとおり扱う。 

  ア 開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が「合意

書」に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しな

いものとする。 

イ 暴力団等の排除措置により生ずる損害の賠償について、「合意

書」に基づく排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償

を請求することがある。 

   ウ 契約の履行に当たり、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ

被害届を提出しなければならない。これを怠った場合は、指名停止

措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手

方としない措置を講じることがある。 

（７）その他 

          入札に参加する者は、入札者に関する要綱、入札説明書等を熟読

し、入札者の心得を遵守すること。 

 


